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《広告》

地域で「自分らしさ」を失わず「思いやりある」暮らしの継続をサポートします。

《広告》

こんなときは届出をしてください
　20歳以上60歳未満の加入中に、被保険者の種別
が変わった場合は、届出が必要です。
　特に、３月から４月にかけては、就職などで変更
が生じやすい時期です。忘れずに届出をしましょう。

マイナンバーカードをお持ちの方は、国民年金の資格取得届を
マイナポータルでも手続きできますので、ご利用ください。

マイナポータル
ＨＰ

３月の「出張年金相談」の中止について
町広報４月号でお知らせしていた令和６年３月14日の出張相談は、中止となりました。

■自営業者・学生など（国民年金…第１号被保険者）
こんなとき 変更後の種別 届出先

会社員・公務員になった 厚生年金（第２号被保険者） 勤務先

会社員・公務員と結婚し、
扶養されるようになった 国民年金（第３号被保険者） 配偶者の勤務先

■会社員・公務員（厚生年金…第２号被保険者）
こんなとき 変更後の種別 届出先

退職した 国民年金（第１号被保険者） 役場窓口

退職し、すぐ再就職した 厚生年金（第２号被保険者） 新しい勤務先

会社員・公務員と結婚し、
扶養されるようになった 国民年金（第３号被保険者） 配偶者の勤務先

■会社員・公務員に扶養されている配偶者（国民年金…第３号被保険者）
こんなとき 変更後の種別 届出先

年収が130万円以上になった 国民年金（第１号被保険者） 役場窓口

配偶者が退職して自営業など
（第１号被保険者）になった 国民年金（第１号被保険者） 役場窓口

会社員・公務員になった 厚生年金（第２号被保険者） 勤務先
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